
令和２年６月11日
福島県警察本部

１ 交通事故発生状況（６月10日現在の概数）

２ 道路交通法施行令の改正

○ 自転車運転者講習制度の対象となる危険行為14類型に「妨害運転」が追加
令和２年６月10日公布の改正道路交通法により、あおり運転に対する罰則等が強化

されたことに伴い、道路交通法施行令が改正され、自転車運転者講習制度における自
転車の危険行為に「妨害運転」（交通の危険のおそれ・著しい交通の危険）が追加され
ました。

３ 自転車運転者講習制度の改正内容（講習対象年齢は14歳以上）

交通安全のポイント

※（ ）は前年同期比

発生件数 死者数 うち高齢者 けが人数

1,465件 24人 11人 1,751人
（-279件） （-7人） （-9人） （-302人）

注：「発生件数」は人の死亡又は負傷を伴う人身事故をいいます。


